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秋サケの不漁による漁業者への市税等の
減免について

　今年の秋サケ定置網による漁獲量は、不漁となった昨年を大幅に下回る記録的な
不漁となっていることから、市が定める減免規定に基づき、一定の要件に該当する場
合に市税等の減免を実施します。
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〇減免要件
　今年のサケの収入額に漁獲共済金を加えた金額と、平年におけるサケの収入額を比較した減収額
が、平年の全漁業収入額の３割以上となる場合に減免の対象となります。
（※その他、前年中の所得要件あり）

〇減免する市税等の種類
・市道民税
・国民健康保険税
・介護保険料

〇減免する市税等の期別
　令和元年度の市税等で、１２月以降に納期限が到来するもの

〇減免決定の時期
　漁獲共済金額の確定（令和２年２月頃）後、２月中を目途に決定

〇減免申請対象者
　漁獲共済金を含まない仮算定により、サケの収入がある漁業者７３名のうち、３割程度
　※漁獲共済金等の確定により、減免とならない場合あり

〇減免申請対象者への周知
　対象漁業者に対し、減免申請の案内を通知

【報道資料趣旨】
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